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研究成果の概要（和文）：　グローバル化の中、国際コミュニケーション言語たる英語での日本法情報発信が重
要となっている。他方、法は言語で記述され、記述言語と法は共に発展する。英語は英米法系の法制度と深く結
合しており、大陸法を基底とする日本法の英語での発信には、法文化の多様性を踏まえた研究と工夫が必要とな
る。
　本研究では、英語での日本法情報発信の基盤となる語彙・表現について、同じく大陸法系に属する他法域との
比較を起点とする「日本法英語表現基盤語関係表」を作成した。この成果は、論文及びデジタルデータとして公
表すると共に、さらに実践として、日本法の先端課題（越境的個人データ保護）について、英語論稿を発表する
ものである。

研究成果の概要（英文）：In the context of globalization, disseminating information about Japanese 
law in English, the global language of communication, has become increasingly important. However, 
English is deeply integrated with the common law system, and therefore, disseminating information 
about Japanese law, which is based on the civil law system, in English requires research and 
innovation that consider the diversity of legal cultures.
In this study, I have created a "Basic Terminology and Expression Chart for Japanese Law in
English," starting with a comparison with other civil law jurisdictions. The results will be 
published both as a paper and as digital data on the Internet by the end of AY2024. In addition, as 
a practical application, an English article on cutting-edge issues in Japanese law (cross-border 
data protection) will be published as Chapter 3 of "Privacy and Data Protection Law in Asia" 
(Bloomsbury Publishing) in December 2024.

研究分野： 英米カナダ法と日本法と比較の手法を通じた情報法及び法情報学研究

キーワード： 英米法　日本法　大陸法　日本法情報の英語訳　法システム　英語　Japanese law in English

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究は、日本法に関する情報を国際的に発信する際して、英米法と不可分に結合している英語を用いるざる
をえないことに伴う諸課題に対して、実践的な解を求めたものである。その結果、150語からなる「日本法英語
表現基盤語関係表」を策定し、オンラインで広く利用できるようにする準備を進めているところである。
　この関係表は、第１版であって収録語彙は決して多くないが、これまでの「日英辞書」「日英法律用語辞書」
等とは異なり、非英米法系法域の法情報英語表現の比較を行ったものであり、おそらく他に例をみない。今後、
用語・用例・表現を追加することで、広く社会に貢献するものとしたい。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 現在の世界における法秩序は、主権国家や法域（以下「法域等」という。）ごとに異なる法の
存在を前提に、具体的な局面に応じて、準拠法や管轄裁判所等の紛争処理機関が選択されること
を基本としている。ところが、日本法は日本語によって記述されていることから、日本語話者が
少ない日本以外の法域等においては、広く認識あるいは理解されているとは言い難い状況があ
る。その結果、日本法は、その内容の善し悪しに関わらず、国際取引等の越境的法律関係の準拠
法として採用されることが多いとは言えず、また、越境的な法ハーモナイゼーションの局面にお
いても、日本法に対する理解が不十分なまま議論がなされることも少なくない。 
 そこで、日本法を外国語、とりわけ国際的コミュニケーション言語として最も利用されている
英語によって発信し、日本法延いては日本に対する他法域等での理解を得ることが極めて重要
である。 
ところで、英語という言語は、イギリス法を起点とする英法系諸法域等の法（いわゆる「英米

法」、以下同じ。）と結合している。そこで、比較法的に別系列である「大陸法」を基底とする日
本法を英語で表現する際には、この点に起因する困難が生じる。そこで、たとえば、法務省の「日
本法令外国語訳データベースシステム」（<https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja>以下
「外国語訳 DB」という。）構築等に際しては、この困難性にも一定程度配慮した「標準対訳辞
書」の整備も行われてきたが、この辞書は、法令用語以外の法律用語や術語は含んでいないとい
う課題がある。また、「英米法」の文脈を離れた英語での日本法表現の方法論についても、十分
な先行研究が存在していないという状況があった。 
 
２．研究の目的 
本研究は、上述の背景や世界における法文化の多様性を踏まえ、日本法のグローバルな法過程

における位相を解明し、これを基礎に、国際汎用言語としての英語で法情報を表現・発信する方
法を研究し、もって日本法が活用される環境整備に資することを目的とする。この際、日本法が、
古くは中国律令法、近代以降はヨーロッパ大陸法及び英米法を重層的に継受し、固有文化と融合
発展させてきた高度な混合法の体系であり、法文化の相違が経済摩擦や人権等多くの問題の要
因 となっている世界（とりわけアジア太平洋地域）において、契約準拠法や法整備モデル等様々
な形で活用されうることに着目した国際比較法研究を行うと共に、元来は英米法言語である英
語による表現から生じる混乱を回避する方策として、日本法英語表現基盤辞書の構築を手段と
して用いる。 
 
３．研究の方法 
（１）英語を母語とせず大陸法を基底法とする日本、ドイツ及び大韓民国の公的機関又は準公的
機関の英訳した法令のうち、基本原理や用語の点で共通性が高い法令を対象として、これらを比
較検討するための条文整理を行う。具体的には、同一・近接概念や制度を定める各国法文のクロ
スレファレンスを作成し、表現の精査作業を行う。その後、上記整理に抽出した 20 程度の事例
について、同一あるいは近似した用語・条文・概念の英訳がどのように相違しているかを検討す
る。 
 
（２）さらに、これらと平行して、日本法を英語で表現・発信するための基盤になると考えられ
る用語・概念等（以下「基盤語」という。）を 150 程度選定し、それぞれに対応する英米法の用
語・概念との相違点を、要件・効果・手続の各側面に着目し、かつ隣接概念関係を示す手法で、
明確にする。 
 
（３）上記を踏まえて日本法について英語で表現した際に、それがどのように理解されるかにつ
いて、英語及び英米法に知見のある者の聴き取り調査やワークショップやシンポジウムを行っ
て、精度を高めると共に「基盤語」数を拡大する。 
 
（４）上記を踏まえて、「日本法英語表現基盤辞書データベース」を構築する。 
 
（５）上記を踏まえて、実際に日本法を英語で発信する論文を執筆し、刊行する。 
 
４．研究成果 
（１）上記研究の方法(1)に対応する成果について 
 この点については、民法及び刑法を中心として、比較検討を行った。その結果、大陸法系に固
有の法概念の英語訳については、多くの違いがあり、英米法を母法とする法律家にとって多くの
混乱が生じていることが明らかとなった。 
 たとえば、日本民法５条１項本文は「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意
を得なければならない」と規定するが、外国語訳 DB においてはこれを“A minor must obtain 



the consent of the minor's legal representative to perform a juridical act[.]”と訳出
している。これに対して、大韓民国民法５条１項本文もほぼ同様の規定であるところ、韓国制定
法の英訳機関である Korean Law Translation Center, Korea Legislation Research Institute
の DB（<https://elaw.klri.re.kr/eng_service/main.do>。以下「KLRI-DB」という。）ではこれ
を“A minor shall obtain the consent of his/her legal representative to perform any 
juristic act[.]”と訳出する。両法は、法定代理人の同意を得ない未成年者の法律行為は取り
消すことができるという法律効果まで同一であるが、英訳上は、２つの点で違いがある。 
第１は、上記の法律効果が伴う同意の必要性について、外国語訳 DB では must と用い、KLRI-

DB では shall を用いて訳出しているという違いである。これは、法律効果が無効ではなく取り
消しうるに留まる場合について、条文上「得なければならない」とされていることに沿って must
を用いるか、法律効果側に着目して、義務づけの程度が低い shall（法律日本語では、しばしば
「〇〇するものとする」と訳出される。）を用いるかで判断に差が生じたものと理解することが
できる。 
第２は、法律行為について、外国語訳 DB では juridical act とし、KLIC-DB では juristic act

としているという違いである。この点は、両 DB が用いる基本辞書上の定義の差であり、世界的
にみるといずれの用例もあるほか、他の用例もある複雑な状況が明らかとなった。 
たとえば、英語を公用語としつつ大陸法系又は混合法系に属する法域をみると、アメリカ合衆

国ルイジアナ州では前者が用いられ、南アフリカでは後者が用いられている。他方で、EU が定
めている翻訳用例（<https://iate.europa.eu/home>。以下「EU-DB」という。）では、juridical 
act はドイツ語の Rechtsakt 及びフランス語の acte juridique に対応するとされ、juristic act
は用例に含まれない。逆にドイツ語のRechtsgeschäftに対しては、legal act、legal transaction
の２つの訳語が割り当てられている。なお、日本においても、過去には juristic act が多く用
いられており、混用もみられた。例えば、現在の外国訳 DB の前身である『法令用語日英標準対
訳辞書 （平成 25 年３月改訂版）』においては、見出し語としての法律行為の訳語としては
juridical act が選択されているが、他の見出し語の説明に含まれる説明文中では juristic act
も用いられている。この状況は、ドイツ法由来の「法律行為」という概念が極めて特殊「ドイツ
大陸法」型のものであり、英米法にはうまく対応する概念が存在していないことに由来すると考
えられる。 
 
（２）上記研究の方法(2)に対応する成果について 
 この点については、憲法、民法、刑法、商事法を中心として約 150 の用語を選定し、作業を進
めた。具体的には、ある法律用語や概念について、(a)その中核的意味、(b)類似するもの、(c)
区別すべきもの、の３点に着目して関係表を作成した。以下では、一例として「契約」を例とし
て述べる。 
一般には、契約に対しては contract という訳語が当てられるが、その理由は、両者の中核的

意味に共通性が見られるという点にある。すなわち、両者には、少なくとも２つの当事者の間の
法的拘束力を有する合意、という中核的意味を見いだすことが可能であり、それが故に訳語とし
て選択され得るのである。ところで、ここでいう合意については、一般的に、英語では agreement
が対応するとされているが、ここで問題となるのが、日本法における契約と合意の関係が、英米
法における contract と agreement の関係と一致しないことである。英米法においては、contract
が成立するためには、当事者のagreementだけでは足りず、(x)agreementの内容を捺印証書（deed）
とするか、(y)consideration という追加的要件を満たすか、のいずれかが必要とされる。これ
に対して、日本法の下では、両当事者の合意のみで契約が成立する。 
 換言すれば、契約と contract の成立要件に着目した場合、両制度は似て非なるものであって、
契約の訳語としては、contract ではなく agreement の方が誤解を招かず、適切であるとも考え
られることになる。この場合、合意の訳語としては consent を用いることになろう。 
 ここで問題となるのが、英語表現に伴う英米法的特質や制限を、どのように配慮するかという
点である。すなわち、contract であれ agreement であれ、これを英米法の用語として用いる限
り、実を言えば、どちらを用いたとしても、日本法の契約と完全に一致することはない。そこで、
重要なのは、想定される読者にとって、誤解の少ない表現を選択して用いることである。従来、
そのための工夫として、しばしば日本語と英語を併記する方法が用いられてきた。たとえば、
keiyaku contract といった表記である。この方法は、英米法の contract とは似て非なる何かを
示すマーカーとして keiyaku を利用している点で優れているが、その違いが何かについては何
も示さないという欠点がある。だとすれば、一般的には法律効果の共通性に着目して単に
contract と訳出し、成立要件の差が重要な争点となる文脈では、そのことを説明する注記を付
した上で agreement を用いることが適切であることになろう。 
 ここで必要となるのが、訳語の選択に際して誤解を招くリスクと対応を可視化しておくこと
である。そこで、本研究では、その可視化の手法として、上記の(a)～(c)に着目した関係図を約
150 の用語について作成したものである。最終頁の表（表１）は、上記例に係る関係表の一部抜
粋である。 
 
（３）上記研究の方法(3)に対応する成果について 
 この点については、COVID-19 の影響を直接受け、予定していた日本国内に関係者を招聘して



のワークショップやシンポジウムが実施できず、オンラインでの小規模なシンポジウムを実施
下に留まり、まとめのシンポジウムの機会を利用した成果公表ができなかった。他方で、COVID-
19 の影響が多少緩和した 2022 年及び 23 年において、研究代表者は英国において聴き取り調査
を行い、成果を得た。具体的には、Durham University Law School を訪問し、複数の関係者か
ら、上記(2)で示した基盤語を含む日本法の英語表現を複数示し、理解の容易さ、正確な内容理
解の可否についてインタビュー形式で調査を行った。 
 その結果得られたのは、２つの異なるバイアスが見られるという傾向である。第１に、英米法
の専門家の多くは、大陸法と英米法の違いについて基本的な知識を有しているものの、その具体
的な内容については理解していないことから、英語で表現された日本法について、英米法の文脈
で理解する傾向がみられた。たとえば、juristic act と juridical act のいずれの方が理解し
やすいか、正確な理解を助けるかという点については、同義語として理解できるという回答が多
かった。ただし、その内容については、当然ながらイギリス法に従って理解されており、たとえ
ば債務不履行は、債務不履行に基づく契約解除の申し入れとは別に、juristic act であるとの
との理解が示されることが多かった。 
 第２は、EU における法令翻訳の影響である。イギリスの EU 離脱後も、英語は依然として EU
公用語の一つであり、さらにいえば、EU における法令翻訳の中核言語である。すなわち、EU で
は法令等は 24 の公用語全てで翻訳提供されるが、この作業は、全ての言語間について１対１で
行われているのではなく、まず英語に翻訳がなされ、そこから他の公用語に翻訳がなされる。そ
こでは、特定の法域等の法律言語（イギリスの離脱後もアイルランドとマルタでは英語が公用語
である。）としての英語でなく、「EU 英語」（EU English）であって、その用語法は EU 自身によ
って定義されたところに従うものとされており、インターネット上にある上述の EU-DB は、誰で
もこれを利用することができる。そこで、英米法以外の法について英語で表現がなされる場合、
この EU-DB による定義や用例に従うという傾向がみられるようになっており、とりわけ日本法
が大陸法系に属するとの前提知識を有する人には、その傾向が強く見られた。 
 以上のことから、この法律分野における「EU 英語」の影響は、日本法の英語による発信に際
しても考慮すべき重要な要素となりつつあることが理解された。 
 
（４）上記研究の方法(4)に対応する成果について 
 この点については、(2)の成果である日本法英語表現基盤語関係表について、検索可能なデー
タベースとしてローカル・サーバー上に構築した。ただし、2024 年６月 27 日現在、インターネ
ット公開には至っておらず、公開準備中である。これは、公開に際して、国際的な法律データベ
ース提供企業の協力を得て、研究成果を広く社会に還元するべく交渉を行っているためである
が、同交渉が不調であった場合には、研究代表者が管理権限を有するウェブサイト上で 2024 年
度中に公開する。 
 
（５）上記研究の方法(5)に対応する成果について 
 この点に関する成果として、研究代表者は、その専攻する実体法領域であるデータ・プライバ
シー保護について、英語による日本法紹介の論文を執筆した。同論文は、Adrian Mak, Ching Him 
Ho, and Anselmo Reyes Eds., ”Privacy and Data Protection Law in Asis”(Bloomsbury 
Publishing, 2024)の第３章に収録されている。なお、編集等の都合で同書は刊行が遅れている
が、2024 年６月 27 日現在のところ、2024 年 12 月 12 日に刊行の予定であることが出版社から
公表されている（<https://www.bloomsbury.com/uk/privacy-and-personal-data-protection-
law-in-asia-9781509965472/>）。 
 
（６）その他の成果及びその追加的公表について 
 上記研究の方法(4)及び(5)に対応する上記研究成果の公表とは別に、研究代表者は、2024 年
度中に中央大学法科大学院『中央ロー・ジャーナル』に基盤語関係表の構成に係る点を中心とす
る論文を公表することとしている。 
また、この研究を通じて、当初予期していなかった法情報発信における EU 英語の重要度が明

らかとなった。とりわけ、国際コミュニケーション言語としての EU 英語が、英米法言語として
の英語とどのような関係にあるかについて、引き続き研究を行うこととする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表１ 日本法英語表現基盤語関係表（一部抜粋） 
日本法の用
語・概念 

中核的要素 中核的要素
に着目した
訳語 

類似・区別す
べき語 

類似点・区別すべ
き点（英側） 

類似点・区別す
べき点（日側） 

法律行為 人が法律効果
の発生を望む
意思に基づき
する行為で、そ
の意思に従っ
た法律効果を
生じさせるも
の 

juridical 
act 

juristic act ルイジアナ州法及
びケベック法は
juridical act を
用いる。南アフリ
カでは juristic 
act を用いる。両者
は同義語として用
い得る。ただし、EU 
terminology では、
juridical act を
Rechtssakt（独）及
び acte juridique
（仏）に対応させ、
juristic act を用
いない。 

準法律行為及び
事実行為と区別
されるが、日本
法令外国語翻訳
DB には、対応語
は登録されてい
ない。 
ルイジアナ州法
に は quasi-
juridical act
の用例がある。 

   legal act EU terminology で
は、Rechtssakt 及
び Rechtsgeschäft
（独）に対応させ
るが、 juridical 
act の意で用いら
れる例は稀。 

 

   legal 
transaction 

EU terminology で
は、Rechtssakt 及
び Rechtsgeschäft
（独）に対応させ
る。juridical act
の意で用いられる
例がある。 

 

契約 拘束力を伴う
法律関係を生
じさせる、少な
くとも２当事
者間の合意 

contract agreement contract の要素
「合意」。ただし、 
contract の成立に
は、加えて deed 又
は consideration
が必要。 

日 本 法 に は
consideration
（「約因」）はな
い。書面による
契約はあるが、
deed とは一致し
ない。 

      consent agreement の要素
「承諾」「同意」 

  

      trust equity 上の「信
託」。Contract は
common law 上の制
度であり、trust を
contract で実現す
ることはできな
い。 

日本法では、信
託 は 契 約 に よ
る。 

合意 少なくとも２
当事者の意思
の合致 

agreement consent agreement の要素
「承諾」「同意」 

  

      proposal agreement の要素
「申込み」「提案」 
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